
○相続税の延納制度の概要

分納税額 延納期間 利子税（改正前） 利子税( 改正後 )
区 分

（最高） （最高） (年割合) 特例適用 (年割合) 特例適用
イ 不動産等の価額に対応する 年 賦 均 等 額 15年 5.4％ 3.3％税額（ロ、ハ、ニを除く。）
ロ 不動産等の価額が課税相続
財産の価額の75％以上の場合 年 賦 均 等 額 20年 4.2％ 2.5％ 3.6％ 2.2％
の不動産等部分の税額

① ハ 緑地保全地区、歴史的風土
不動産等の 特別保存地区等の土地の価額 年 賦 均 等 額 15年 4.8％ 2.9％
価額が課税 に対応する税額
相続財産の ニ 計画伐採立木の価額が課税 年賦均等額と
価額の50％ 相続財産の価額の30％以上の 計画伐採立木
以上の場合 場合 の伐採の時期

ｲ) 森 林施業計画対象立木 及び材積に応 ｲ)20年 3.6％ 2.2％ 3.0％ 1.8％
部分の税額 ずる年賦不均

ﾛ) 特 定森林施業計画対象 等額との選択 ﾛ)40年
立木部分の税額

ホ その他の財産の価額に対応 年 賦 均 等 額 10年 6.0％ 3.6％ 5.4％ 3.3％する税額 吰
イ 立木の価額が課税相続財産
の価額の30％を越える場合の 5.4％ 3.3％ 4.8％ 2.9％
立木の価額に対応する税額
（ハを除く。） 年 賦 均 等 額② ロ 緑地保全地区、歴史的風土

不動産等の 特別保存地区等の土地の価額 4.8％ 2.9％ 4.2％ 2.5％
価額が課税 に対応する税額 ５年相続財産の ハ 計画伐採立木の価額が課税 年賦均等額と
価額の50％ 相続財産の価額の30％以上の 計画伐採立木
未満の場合 場合の森林施業計画対象立木 の伐採の時期 3.6％ 2.2％ 3.0％ 1.8％

部分の税額 及び材積に応
ずる年賦不均
等額との選択

ニ その他の財産の価額に対応 年 賦 均 等 額 6.6％ 4.0％ 6.0％ 3.6％する税額

（注１） 不動産等とは、不動産や不動産の上に存する権利、立木、事業用の減価償却資産、特定 （注）改正後の利子税
同族会社の株式や出資をいう。この場合の特定同族会社とは、相続や遺贈により財産を取 の割合は、平成12
得した人とその特別関係者の有する株式や出資の金額の合計額が、その会社の株式金額や 年４月１日以後の
出資金額の50％以上を占めている非上場会社をいう。 期間に対応する利

（注２） 特例適用の利子税の割合は、公定歩合 0.5％の場合であり、平成12年１月１日以後の期 子税から適用。
間に対応する利子税から適用される。





○ 我が国の贈与税の課税体系の沿革

年 課 税 方 式 沿 革

明 治 3 8 年 ○ 相続開始前１年以内の贈与財産を相続税の課税価格に算入
（相続税創設） ○ みなし遺産相続制度の採用(500円以上の財産を推定相続人等に贈与した場合）

大 正 1 5 年 ○ みなし遺産相続制度の改正
（ 500円以上 → 1,000円以上、推定相続人 → 親族）

昭 和 1 5 年 ○ みなし遺産相続制度に３年累積制度を導入（贈与前３年以内の贈与を加算）

昭 和 2 2 年 贈 与 者 課 税 ○ 贈与税の新設

昭 和 2 5 年 取 得 者 課 税 ○ 贈与税の廃止（相続税と一本化、一生累積課税制度の採用）

昭 和 2 8 年 取 得 者 課 税 ○ 累積課税制度を廃止し相続税と贈与税を再分離
○ 相続開始前２年以内の贈与は相続に加算して課税

昭 和 3 3 年 取 得 者 課 税 ○ ３年以内に同一人から贈与があった場合の贈与税の累積課税制度（３年累積課税制度）の導入
○ 相続開始前３年以内の贈与は相続に加算して課税

昭 和 5 0 年 取 得 者 課 税 ○ 贈与税の３年累積課税制度の廃止







贈与税の課税方式の類型 

 

 課税方法の概要 特色 

生涯累積課税 

○ 生涯にわたる贈与を累積し、相続と合わせて
課税 
・ 各年毎に累積贈与額に対する税額を納付（過
年分納付額は税額控除） 
・ 相続においては、納付贈与税額を控除 
[例：アメリカ、日本のシャウプ税制] 

○ 基本的には、生前贈与を行っても、す
べてを相続しても合計税負担額は変わ
らない。 
 
○ 生涯にわたる贈与を管理する必要が
あるため、比較的執行が困難 

一定期間累積課税 

○ 一定期間にわたる贈与を累積して課税 
・ 各年毎に過去一定期間内の累積贈与額に対す
る税額を納付（過年分納付額は税額控除） 
・ 相続前一定期間内の贈与は、同様に累積して
相続と合わせて課税する方式あり 
[例：イギリス、フランス、ドイツ] 

○ 生前贈与と相続の間での中立性はあ
る程度確保されるが、完全ではない。 
 
○ 税務執行は、生涯累積課税方式ほど困
難ではない 

暦 年 課 税 

○ 暦年毎にその年中の贈与を合計して課税 
・ 相続前一定期間内の贈与は、例外的に累積し
て相続と合わせて課税する方式あり 
[例：日本の現行] 

○ 生前贈与による租税回避を防止する
ため、贈与税負担を相続税負担より重く
する必要 
 
○ 税務執行は最も容易 











国 税 収 入 ・ 登 録 免 許 税 収 入 の 推 移

登 録 免 許 税
国 税 収 入

定 率 分 定 額 分 合 計
年 度

税 額 指 数 税 額 指 数 税 額 指 数 税 額 指 数

億円 億円 億円 億円

昭和４３年 ５３，２２０ １００ ７６５ １００ ９１ １００ ８５６ １００

昭和５１年 １６８，０２０ ３１６ ２，７７３ ３６２ １４１ １５５ ２，９１４ ３４０

昭和５２年 １８４，３４１ ３４６ ３，０５３ ３９９ ２９７ ３２６ ３，３５０ ３９１

昭和６３年 ５２１，９３８ ９８１ ９，７０２ １２６８ ４３９ ４８２ １０，１４１ １１８５

平成１０年 ５１１，９７７ ９６２ ７，９３６ １０３７ ４７２ ５１９ ８，４０８ ９８２

（備考）1.国税収入には、日本専売公社納付金及び特別会計中の諸税を含む。

2.登録免許税額及びその区分は推計である。



集団投資スキームと登録免許税・不動産取得税等（現行） 

 
１．信託 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．ＳＰＣ（流動型） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．不動産特定共同事業（匿名組合型） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原資産保有者 
 （委託者） 

資産分離の器 
 （受託者） 

資産取得者 
(元本受益者) 

登免税：非課税（本則） 
不取税：非課税（本則） 

登免税：0.6％（本則） 
固定税：本則どおり(受託者負担) 

登免税：5％（本則） 
不取税：本則どおり 

原資産保有者 
資産分離の器 
 （ＳＰＣ） 

資産取得者 

登免税：5％→2.5％ 
不取税：課税標準 1/2 

登免税：登記なし（不課税） 
固定税：本則どおり(SPC 負担) 

登免税：5％（本則） 
不取税：本則どおり 

 移転  移転 

 設定 

 移転  移転 

原資産保有者 
資産分離の器 
（分離勘定） 

資産取得者 

登免税：5％→3％ 
不取税：4/5 に軽減 

登免税：登記なし（不課税） 
固定税：本則どおり(営業者負担) 

登免税：5％（本則） 
不取税：本則どおり 

 移転  移転 

 設定 

 設定 





主な商業登記に対する登録免許税の税率 

 

登 記 の 事 項 課 税 標 準 ・ 税 率  

株 式 会 社 の 設 立 の 登 記 資本の金額×7/1,000 （最低税額 12 万円） 

 合併による株式会社の設立の登記 
資本の金額×1.5/1,000 （最低税額３万円） 

合併により消滅した会社の資本の金額を超える部分 
資本の金額×7/1,000 

株 式 会 社 の 資 本 の 増 加 の 登 記 資本の金額×7/1,000 （最低税額３万円） 

 合併による株式会社の資本の増加の登記 
資本の金額×1.5/1,000 （最低税額３万円） 

合併により消滅した会社の資本の金額を超える部分 
資本の金額×7/1,000 

支  店  の  設  置  の  登  記 支店数１箇所につき６万円 

会  社  の  解  散  の  登  記 申請１件につき３万円 

 
（注）登記の税率は、会社の本店の所在地においてする登記に係るもの 









地 価 税 の 概 要

① 地価税の概要
◎ 課税対象 ◎ 非課税等
毎年１月１日に個人及び法人が保有する土地等 ○ 非 課 税

◎ 評 価 ・ 国等の保有する土地等及び一定の公益的な用途に供されている土地
毎年１月１日の時価（相続税評価額） 等

◎ 基礎控除 ・ 居住用の土地等（ 1,000㎡以下の部分に限る｡)
○ 定額控除の金額又は面積比例控除の金額の ・ １㎡当たりの評価額が３万円以下の土地等
いずれか多い金額
・ 定額控除の金額 ○ 課税価格の計算の特例

・ ３分の１軽減特例 一定の公的規制を受ける土地等本 則 平成９年の特例 ・ ２分の１軽減特例
・ ５分の４軽減特例 優良な一団の宅地造成事業等に係る土地等

資本金等が10
資本金等が１ 億円超の法人 ５億円 ② 地価税の仕組み
億円超の法人 保険業法に規定する 平成10年から

保険業法に規定する 相互会社等を含む｡ 土地等の価額の合計額当分の間相互会社等を含む｡ 地価税の資本金等が１ 保 有 非課税 基 礎課税を停止 － － × 税 率 ＝ 地価税額１０億円 億円超10億円 ８億円 土地等 土地等 控除額
以下の法人

上記以外の法人及び個人 １５億円
③ 地価税収 （0.1%当たりの税収）

・ 面積比例控除の金額 平成４年度 決 算 額 5,201 億円 （ 2,601億円）
保有土地面積（非課税分を除く）×３万円 平成５年度 決 算 額 6,053 億円 （ 2,018億円）

平成６年度 決 算 額 4,870 億円 （ 1,623億円）
◎ 税 率 平成７年度 決 算 額 4,063 億円 （ 1,354億円）

平成８年度 決 算 額 1,772 億円 （ 1,181億円）
本則 0.3％ 平成８・９年の特例 0.15％ 平成９年度 決 算 額 1,601 億円 （ 1,067億円）

平成10年度 決 算 額 39 億円
平成11年度 補 正 後 予 算 額 30 億円
平成12年度 当 初 予 算 額 10 億円






